
 

 

会 議 録 

 

会 議 の 名 称 平成３０年度第２回東大和市国民健康保険運営協議会 

日 時 平成３０年１０月９日（火） 午後１時３０分から 

会 場 東大和市役所会議棟１階 第１・２会議室 

出 席 者 運営協議会委員１３名（欠席４名） 

市民部長、保険年金課長、国民健康保険広域化等担当副

参事 

事務局３名 合計１９名 

公 開 

等 

非 公 開 

           会議録等の  全部 

秘密会の議決 有・○無        有  ・○無  

           非公開議決  一部 

傍 聴 人 有・○無  

会 議 次 第 日程第１ 平成２９年度東大和市国民健康保険事業特別

会計決算（報告）について 

日程第２ 平成３０年度東大和市国民健康保険事業特別

会計補正予算（報告）について 

日程第３ 東京都の国民健康保険の現状および今年度の

スケジュール等について 

日程第４ その他 

会 議 の 記 録 別紙会議録のとおり 

備 考 
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 皆さん、こんにちは。ご多用の中、ご出席をい

ただきまして、ありがとうございます。会議の前

に、委嘱状の交付がございますので、事務局より

お願いいたします。  

 委員の皆さま、こんにちは。市民部長の村上で

ございます。前回、委嘱状をお渡しできなかった

委員の方が本日ご出席いただいております。尾崎

市長所用のため出席できませんので、代わりに私

から委員の皆さまに委嘱状を交付させていただき

ます。  

 

（委嘱状交付）  

 

 よろしくお願いいたします。  

 それでは、改選後ということで、自己紹介をお

願いします。  

  

（委員より自己紹介）  

 

 どうもありがとうございました。それでは、議

事に入りたいと思います。只今から、国民健康保

険運営協議会を開催させていただきます。早速議

事に入ります。事務局から、本日の出欠状況につ

いて、ご報告をお願いいたします。  

 本日の出席委員でございますが、委員総数１７

名中、出席委員１３名でございます。また、東大

和市国民健康保険条例第２条に定めます各選出区

分からご出席がございますので、東大和市国民健

康保険運営協議会規則第７条により、会議は成立
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しておりますので、お知らせいたします。以上で

ございます。  

 それでは次に、議事録署名人の指名をさせてい

ただきます。  

（議事録署名人を指名）  

 

議題に入らせていただきます。「日程第１  平

成２９年度東大和市国民健康保険事業特別会計決

算（報告）について」を、事務局から説明をお願

いいたします。  

 皆さまこんにちは。次第の「日程第１  平成２

９ 年 度 東 大 和 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 決 算

（報告）について」ご説明申し上げます。まず、

平成２９年度東大和市国民健康保険事業特別会計

決算につきましては、９月に開催されました、平

成３０年度第３回市議会定例会におきまして、議

会の認定をいただきましたので、ご報告させてい

ただきます。  

資料の１ページをご覧ください。歳入につきま

しては、第１款国民健康保険税は、収入済額１７

億１，８４０万３，２８４円で、前年度に比べま

して、１億１，５９４万５，１２０円の減であり

ます。  

国民健康保険税の収納率につきましては、現年

課税分は９３．６％、前年度に比べまして０．６

ポイントの増。滞納繰越分は、２７．７％、前年

度に比べまして０．１ポイントの減で、合計では

８１．５％、前年度に比べまして１．０ポイント

の増であります。第２款使用料及び手数料は、実



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

績はございませんでした。第３款国庫支出金は、

収入済額２１億３，８７９万８，７３９円で、前

年度に比べまして、５，６１８万９，２３８円の

増であります。一般被保険者の療養給付費にかか

る 負 担 金 、 調 整 交 付 金 等 が 増 額 と な っ て お り ま

す。第４款療養給付費等交付金は、収入済額９，

９４３万３千円で、前年度に比べまして、３，９

４３万２，１７４円の減であります。退職被保険

者が減少しておりますことから減額となったもの

であります。第５款前期高齢者交付金は、収入済

額２５億２，８０３万６，００９円で、前年度に

比べ、２億３２２万２，７８４円の増でございま

す。被用者保険と国民健康保険の６５歳以上７５

歳未満の、前期高齢者の医療費負担の公平と制度

の安定を確保するための財源調整として交付され

るものでございます。第６款都支出金は、収入済

額５億７，２１４万９，４６８円で、前年度に比

べまして、５，２９８万８，００３円の減でござ

います。高額療養費共同事業、特定健康診査、そ

れぞれの負担金及び調整交付金であります。第７

款共同事業交付金は、収入済額２３億１，０８５

万３，６５５円で、前年度に比べまして、３，９

９８万３，０６４円の減でございます。都内の国

民健康保険保険者の財政負担の急激な上昇を緩和

するための交付金であります。第８款繰入金は、

収入済額１２億９，８９９万３，９６７円で、前

年度に比べまして、７，０２５万６，８７７円の

増でございます。繰入金につきましては、国民健

康保険事業特別会計の財源不足を補うための一般



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会計からのその他の繰入金が約６２％を占めてお

ります。第９款繰越金は、収入済額８，３１８万

２，９７２円で、前年度に比べまして、３，０２

１万５，７８９円の減でございます。平成２８年

度の精算による剰余金等でございます。第１０款

諸 収 入 は 、 収 入 済 額 ３ ， ９ ４ ９ 万 ９ ， ４ ０ ６ 円

で、前年度に比べまして、７４万５，６３５円の

減でございます。国民健康保険税の延滞金等であ

ります。以上のようにいたしまして、歳入合計は

収入済額１０７億８，９３５万５００円で、前年

度に比べまして、５，０３５万９，１１４円の増

でございました。  

資料の２ページをご覧ください。次に歳出でご

ざいます。歳出につきましては、平成２９年度支

出済額を、各款ごとにご説明申し上げます。第１

款総務費は、支出済額１億３，８６６万７，３６

８円で、執行率は９４．５％でございます。内容

は、職員の人件費、レセプト点検等の委託料、ま

た納税通知書等の郵送料などにかかる経費でござ

い ま す 。 第 ２ 款 保 険 給 付 費 は 、 支 出 済 額 ６ １ 億

３ ， ５ ０ １ 万 ９ ， ５ ８ ２ 円 で 、 執 行 率 は ９ ７ ．

１ ％ で ご ざ い ま す 。 医 療 費 及 び 出 産 ・ 育 児 一 時

金、並びに葬祭費等を内容とするもので、被保険

者の減少の影響から、前年度に比べまして、５，

７９７万６，８３１円の減となりました。第３款

後期高齢者支援金等は、支出済額１１億７，９８

７万６，２４２円で、執行率は９９．７％でござ

います。後期高齢者医療制度に対しまして、社会

保険等を含む各医療保険者が、７５歳未満の加入



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者数に応じて負担するものでございます。第４款

前期高齢者納付金等は、支出済額４３６万７，７

８３円で、執行率は９９．９％でございます。前

期高齢者にかかる財源調整として負担するもので

ございます。第５款老人保健拠出金は、支出済額

２万１，８１５円で、執行率は４９．６％でござ

います。老人保健にかかる経費として負担するも

のでございます。第６款介護納付金は、支出済額

４ 億 ５ ， ０ ５ ９ 万 ２ ９ ０ 円 で 、 執 行 率 は ９ ９ ．

０％でございます。介護保険第２号被保険者にか

かる納付金でございます。第７款共同事業拠出金

は 、 支 出 済 額 ２ ２ 億 ６ ， ７ ４ １ 万 ４ ， ５ ４ ６ 円

で、執行率は８８．１％でございます。保険財政

安定化を図るための高額医療費共同事業及び保険

財政共同安定化事業にかかる拠出金であります。

第８款保健事業費は、支出済額１億２，２９８万

７，４７２円で、執行率は７８．１％でございま

す。レセプトデータを活用した保健事業の経費及

び特定健康診査、特定保健指導を実施するための

経費等でございます。第９款公債費は、一時借入

金の利子分を予算計上いたしましたが、支出はご

ざいませんでした。第１０款諸支出金は、支出済

額９，６４８万９，１７２円で、執行率は９８．

７％であります。平成２８年度の精算による国庫

等への返還金、被保険者資格喪失等に伴う国民健

康保険税の還付金等、及び一般会計繰出金であり

ま す 。 第 １ １ 款 予 備 費 の 支 出 は あ り ま せ ん で し

た。  

以上のようにいたしまして、歳出合計は支出済
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額１０３億９，５４３万４，２７０円。前年度に

比べまして、２億６，０３７万４，１４４円の減

となっております。  

最後に表の一番下段をご覧ください。只今ご説

明申し上げました歳入と歳出によりまして、歳入

歳 出 差 引 額 は 、 ３ 億 ９ ， ３ ９ １ 万 ６ ， ２ ３ ０ 円

で、実質収支額も３億９，３９１万６，２３０円

でございました。説明は以上でございます。ご質

問等がございましたら、お願いいたします。  

この３ページ目の積極的支援というのを見まし

たけれども、積極的支援というのは、要するに治

療したほうが良いという話ですか。血圧が高いと

か糖尿があるとかで治療したほうが良いよという

のが積極的支援なのですよね。  

治療の必要性と申しますか、特定保健指導の中

で一番重い、いわゆる生活習慣病の結果というと

ころで、一番重い状態が積極的支援というふうに

なってございます。  

２８年度と２９年度と、利用率がすごく低いの

ですが、対策はあるのでしょうか。利用率を上げ

るために具体的なというのは考えているのでしょ

うか。  

ご指摘のとおり、特定保健指導の、特に積極的

支援の利用者数の減少に対して課題視をしており

ます。特に積極的支援になりますと、毎年度同じ

ような方が対象になってしまうことが多くて、同

じことを繰り返すのであれば敬遠されてしまう傾

向がございます。そのために、この特定保健指導

を受けることによりまして、健康の改善がみられ
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るということを積極的にＰＲする必要があると考

えております。市報や国保だよりを通じて、いろ

い ろ と Ｐ Ｒ を 重 ね て い き た い と 考 え て ご ざ い ま

す。  

ありがとうございました。  

ほかにご質問はございますでしょうか。ないよ

うですので、「日程第１  平成２９年度東大和市

国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 決 算 （ 報 告 ） に つ い

て」を終了とさせていただきます。続きまして、

「日程第２  平成３０年度東大和市国民健康保険

事業特別会計補正予算（報告）について」をお願

いいたします。  

「日程第２  平成３０年度東大和市国民健康保

険事業特別会計補正予算（報告）について」につ

きまして、ご説明いたします。４ページをご覧く

ださい。本年９月に開催されました、平成２９年

第３回市議会定例会におきまして議決いただいま

し た 。 歳 入 は 、 平 成 ２ ９ 年 度 の 歳 計 剰 余 金 の 確

定、歳出につきましては、平成２９年度の精算に

よる返還金等、一般会計繰出金及びシステム修正

委 託 料 の 計 上 に よ る 補 正 を 行 い ま し た 。 補 正 額

は、歳入・歳出それぞれ４億２，９２０万８千円

の増額となっております。  

歳入は、第５款都支出金は、歳出総務費、一般

管理費及び保険給付費の増額に対応するため、都

補助金３，０１９万円を増額しました。第６款繰

入金は、歳出の総務費のシステム修正委託料等の

増額に対応するため、６１０万２千円を増額しま

した。第７款繰越金は、平成２９年度の決算に伴
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い、歳計剰余金が確定したことから、前年度繰越

金３億９，２９１万６千円を増額しました。以上

のようにいたしまして、歳入の補正額は４億２，

９２０万８千円を増額しました。  

次に、歳出は第１款総務費の一般管理費の委託

料を５１３万円を増額いたしまして、合わせて徴

収費の委託料を１２４万２千円を増額しました。

第２款保険給付費は、退職被保険者にかかる給付

費に不足が生じましたことから、療養給付費、療

養費及び高額療養費を合計２，９９２万円、増額

しました。第７款諸支出金は、平成２９年度の精

算となり、国庫への返還金１億３，９２１万７千

円及び一般会計繰出金２億５，３６９万９千円、

合計３億９，２９１万６千円を増額しました。歳

出の合計額は、４億２，９２０万８千円を増額し

たものでございます。これによりまして、補正後

の歳入・歳出、それぞれの予算総額は９５億３８

６万２千円となりました。説明は以上でございま

す。  

ありがとうございました。日程第２につきまし

て、ご質問はございますでしょうか。よろしいで

すか。それでは、ないようですので、「日程第２  

平成３０年度東大和市国民健康保険事業特別会計

補正予算（報告）について」を終了とさせていた

だきます。「日程第３  東京都の国民健康保険の

現状および今年度のスケジュール等について」を

事務局からお願いいたします。  

 「日程第３  東京都の国民健康保険の現状およ

び今年度のスケジュール等について」ご説明いた



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

します。９月１９日の東京都国民健康保険運営協

議会で東京都の国民健康保険の現状と今年度のス

ケジュール案が示されました。平成２８年度の現

状が報告されましたので、推移と併せてご説明い

たします。  

まず、６ページをご覧ください。平成３０年度

から、国民健康保険が広域化されたので、制度に

ついてご説明させていただきます。改革前は、国

民健康保険は区市町村それぞれが保険者となって

おりました。しかし、国民健康保険に加入してい

る方の年齢層が高いため、医療費が多くかかる一

方で、加入者の所得水準が低いという構造的な課

題がございます。こうした課題の解決のため、都

道府県が区市町村とともに国民健康保険の保険者

となりまして、都道府県が国民健康保険の財政運

営の中心的な役割を担い、国民健康保険の財政の

安定化を図っています。区市町村はこれまでと変

わらず国民健康保険の窓口の役割を担うこととな

り ま し た 。 財 政 運 営 の 責 任 主 体 を 都 道 府 県 に 移

し、平成３０年度からは東京都が中心となって国

民健康保険の財政運営をすることとなりました。

区市町村が東京都に、国民健康保険の事業費納付

金等を支払いまして、東京都はこの納付金に、国

などからの交付金等を加えて、医療費の支払いに

充 て る 等 に よ り 、 国 民 健 康 保 険 を 運 営 い た し ま

す。まず、①東京都が区市町村から東京都へ納め

る納付金額を、各区市町村の所得水準、医療費水

準を反映いたしまして、決定いたします。次に②

東京都は納付金を賄うための参考として、各区市



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 村 の 標 準 的 な 収 納 率 や 所 得 水 準 等 を 反 映 さ せ

た、標準保険料率を提示します。この標準保険料

率が、東京都が算定した本来求められるべき保険

料率となります。③市は東京都から提示された標

準 保 険 料 率 を 参 考 に 、 条 例 で 保 険 税 率 等 を 決 定

し、被保険者の方に、課税します。④被保険者の

方から、保険税をお支払いいただきます。⑤保険

税等を財源に、市は東京都に納付金を支払うこと

となります。  

東京都の国民健康保険の現状でございます。全

国の被保険者が約３，１２５万人。東京都は約３

３９万人。全国の被保険者数のうち、約１割が東

京都の被保険者となってございます。なお、東京

都の平成２７年度の被保険者数は、３５４万人で

したので、約１５万人の減となりました。被保険

者のうち、６５歳以上が、全国で約１，２５７万

人、東京都が約１０９万人となっておりまして、

東京都では、平成２７年度が約１１１万人でした

ので、約２万人の減となりました。続きまして、

１人当たり平均所得につきましては、全国平均が

６８万３千円であるのに対しまして、東京都は１

０２万７千円であり、全国比１位となってござい

ます。順位といたしましては、平成２７年度と変

わってございません。１人当たり保険料（税）に

つきましては、全国平均の８万６，２８６円に対

して、東京都は９万５，３０７円であり、全国比

２位となってございます。平成２７年度が全国比

７位でしたので、５つ順位が上がっております。

所得に対する保険料負担率につきましては、全国



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

が１０．１％、東京都は７．３％と最下位でござ

います。順位は平成２７年度と変わってございま

せん。保険料標準化指数につきましては、平成２

８年度の全国の１人当たり平均所得による保険料

水準を１とした場合、東京都の指数は０．８５４

となります。東京都は全国で最も低い数値となっ

ております。収納率でございますが、収納率は現

年分のみでございまして、滞納分は含まれてござ

いません。全国で９１．９％であるのに対しまし

て、東京都は８７．６３％とこちらも最下位とな

っております。平成２７年度と順位は変わってご

ざいません。滞納世帯割合につきましては、全国

平均が１５．３％であるのに対しまして、東京都

は２２．４％と、全国比４７位でございます。平

成２７年度は４６位でございましたので、順位を

ひとつ落としております。  

東京都の現状といたしましては、被保険者の所

得や保険料は、全国平均と比較して高い水準にあ

る一方で、所得に対する保険料の負担率や保険料

水準は低く、収納率、滞納世帯割合は最低水準に

ある傾向がございまして、この傾向は平成２７年

度と同様であると言えます。  

平成２８年度決算における財源構成でございま

す。医療給付費等総額は、約１兆１，３６６億円

と な っ て お り 、 財 源 は 前 期 高 齢 者 交 付 金 と し て

２，７７９億円が充てられてございます。前期高

齢者交付金とは、公的医療保険の加入者のうち６

５歳から７４歳までの前期高齢者の加入率が、全

保険者の平均を上回る保険者に交付されるもので



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ございます。医療給付費等総額から前期高齢者交

付金２，７７９億円を差し引きました残りにつき

ましては、図で表されておりますとおり、国や東

京 都 の 交 付 金 、 負 担 金 の 公 費 と 、 保 険 料 と で ５

０％ずつ賄うようになってございます。これは国

民健康保険法という法律によって定められており

ますが、実態といたしましては、保険料だけでは

賄いきれない財源を法定外一般会計繰入というこ

とで、いわゆる赤字部分の補填といたしまして、

国民健康保険の会計とはまた別の他の一般会計か

ら賄われているのが現状でございます。図の下の

公費の内訳のところにございますとおり、東京都

全体といたしましては、法定外繰入といたしまし

て、１，００４億円が充てられてございます。東

大和市も平成２８年度は法定外繰入、いわゆる赤

字補填の繰入として約７億円が繰り入れられてご

ざいます。  

８ページ以降に、東京都の国民健康保険の現状

の内訳として、各区市町村の数値が報告されてお

りましたので、ご説明いたします。東大和市の被

保険者数の平均は２万２，１０８人、このうち前

期高齢者の年間平均数は８，７５４人、前期高齢

者加入率は３９．６％であります。  

９ページは、１人当たり医療費、１人当たり旧

ただし書き所得、１人当たり保険料、平成２７年

度保険料標準化指数の内訳でございます。東大和

市は、１人当たり医療費が３３万２，９７５円、

１ 人 当 た り 旧 た だ し 書 き 所 得 は 、 １ １ ２ 万 ９ 千

円、１人当たり保険料は７万５，４０２円、保険



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

料標準化指数は０．７２０であります。  

１０ページをご覧ください。保険料収納率の内

訳でございます。東大和市の数値は９２．９８％

となってございます。  

１１ページをご覧ください。法定外一般会計繰

入の状況（平成２８年度）として、全国と東京都

の法定外一般会計繰入の状況が示されてございま

す。法定外一般会計繰入につきましては、本来保

険税で賄わなければならないところを、国民健康

保険の会計ではない他の一般会計から財源を充て

ているものでございます。一般会計繰入金（法定

外）合計につきましては、全国では３，３０２億

円 と な っ て ご ざ い ま す 。 一 般 会 計 繰 入 金 （ 法 定

外）合計につきましては、東京都で１，００４億

円となっております。なお東大和市におきまして

は、法定外の一般会計繰入金といたしまして、平

成２８年度の決算では、７億２，４８６万３千円

でございました。  

１２ページをご覧ください。一般会計からの法

定外繰入（都道府県別状況：平成２８年度）の棒

グラフでございます。先ほど全国の被保険者数の

うち、約１割が東京都の被保険者であることをご

説明いたしましたが、全国の一般会計からの法定

外繰入につきましては、約３割を東京都が占めて

いるのが現状でございます。  

１３ページをご覧ください。国保財政健全化の

取組でございます。東京都国民健康保険運営方針

におけます取組の方向性にございますとおり、赤

字補填の繰り入れを行っている区市町村は、国保



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政健全化計画を策定することとなっており、計

画的に赤字補填を削減、解消することとなってお

ります。当市で策定いたしました財政健全化計画

におきましては、この一般会計からの赤字補填の

繰入を６年で解消するための取組を今年度より開

始しているところでございます。  

「区市町村国保財政健全化計画」策定対象とな

ります６０区市町村におきまして、計画を策定済

みとなってございます。東京都は６２区市町村ご

ざいますので、２つの自治体、これは島しょ部の

村になりますが、解消すべき赤字補填がなく、計

画策定の対象から外れてございます。ここで、昨

年度の市の第５回運営協議会におきまして、東京

都内の自治体の赤字のある自治体に関して、委員

からご質問をいただいた際に、私から全自治体に

赤字がある旨回答させていただきましたが、平成

２８年度の実績におきましては、島しょの２村、

赤字補填の繰入を行っていないことが判明いたし

ましたので、修正させていただきます。  

今後の方向性（国の動き等）につきましては、

まず前提といたしまして、国保財政健全化計画の

策定状況に応じ、国は保険者努力支援という交付

金を都道府県に交付しております。このことを踏

まえまして、この国の動きについてご確認いただ

ければと考えてございます。初めに、国は区市町

村の赤字削減・解消計画書におきまして、削減目

標が明示されていない定性的な記載となっている

場合、平成３１年３月末の計画策定に向けて、実

現可能な削減目標値とその具体策について、都道



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府県が助言を行うよう求めているとあります。こ

の 定 性 的 な 記 載 と い う の は 、 例 と い た し ま し て

は、「赤字補填の解消に努める」といった表現の

記載でございまして、何年で解消するとか、年に

いくら、或いは何％解消するといった具体的な数

値を記載しないものであります。次に平成３１年

度分の保険者努力支援制度において、決算補填等

目的の法定外一般会計繰入の削減の取組につきま

し て は 、 削 減 の 目 標 年 次 及 び 削 減 予 定 額 （ 又 は

率）を定めた個別の計画の策定が評価指標とされ

ているとあります。具体的な数値を記載していな

い、つまり定性的な記載の計画を策定している区

市町村につきましては、今年度中に具体的数値を

記載した計画を策定しないと、国が東京都に交付

する保険者努力支援の交付金に影響が出ますとい

うことになります。  

１４ページをご覧ください。平成３０・３１年

度の公費についてです。平成３０年度から、国は

現行の定率国庫負担金に加えまして、１，７００

億円の公費を拡充とございます。国民健康保険の

制度改革にあたりまして、国民健康保険の保険者

を都道府県単位化することと併せて、国として公

費の拡充を行いました。これ以外にすでに低所得

者対策といたしまして、一定の所得基準を下回る

と、保険税の軽減が図られておりますが、こうし

た低所得者数に応じた自治体への財政支援を、同

じく１，７００億円の予算をもってすでに実施さ

れており、国民健康保険の制度改革には、国とし

て合わせて３，４００億円の公費の拡充が行われ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

て お り ま す 。 平 成 ３ ０ 年 度 か ら 拡 充 さ れ ま し た

１，７００億円分の内容の説明となります。左側

の 欄 、 総 額 １ ， ７ ０ ０ 億 円 （ 全 国 ） の 表 記 の 下

に 、 そ の 内 訳 が 記 載 さ れ て お り 、 平 成 ３ ０ 年 度

（都）という欄で、東京都にいくら配分されたの

かが記載されておりますので、それぞれご確認い

ただければと思います。それでは総額１，７００

億円の内訳でございますが、まず１点目といたし

まして、財政調整機能の強化ということで、初め

に調整交付金の実質的な増額に充てられてござい

ます。次に、激変緩和のための暫定措置の財源と

して充てられてございます。この激変緩和とは、

平成３０年度以降、国民健康保険の制度改革に伴

いまして、保険税が急激に増加した場合に一定程

度増加した分に公費を充てることで、保険税の急

増を抑制させるものでございます。次に、精神疾

患の被保険者が多いことなどの自治体の責めによ

らない要因による医療費増・負担への対応に充て

られてございます。この財政調整機能の強化とい

たしまして、８００億円程度の財源が確保されて

おり、そのうち東京都には４７億円が配分されて

ございます。２つ目といたしまして、保険者努力

支援制度として、８００億円程度の財源が確保さ

れております。このうち東京都には、１０７億円

が配分されております。この保険者努力支援制度

の市町村向けの内容といたしましては、特定健康

診査の受診率や、糖尿病等重症化予防、ジェネリ

ック医薬品差額通知事業といった各保険者の取組

を評価項目ごとに加点いたしまして、その点数に



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応じて交付金が交付されるものでございます。３

点目といたしまして、著しく高額な医療費につい

て、都道府県からの拠出金を財源に全国で費用負

担を調整する特別高額医療費共同事業に数十億円

程度の予算が充てられ、このうち東京都には７億

円が配分されてございます。４点目といたしまし

て、特別調整交付金（既存分）による追加激変緩

和措置といたしまして、東京都に１１億円の配分

と な っ て お り ま す 。 平 成 ３ １ 年 度 に つ き ま し て

は、東京都への配分は未定となっております。  

１５ページをご覧ください。今後のスケジュー

ル（案）といたしまして、今年度のスケジュール

（案）が示されましたが、確認する限りでは昨年

度とほぼ同様の進行となる模様です。スケジュー

ルの中ほど、１０月をご覧ください。１０月中旬

に、国から平成３１年度に向けて仮係数が提示さ

れます。これを受けまして、東京都において、国

民健康保険事業費納付金や、標準保険料率の試算

が行われまして、１１月中旬から下旬にかけて開

催予定の第２回東京都国民健康保険運営協議会に

おきまして、試算結果が公表されます。その後１

２月下旬に、国から本係数が提示されまして、東

京都において平成３１年度の国民健康保険事業費

納付金及び標準保険料率が決定されます。これら

を基に、国保財政健全化計画に即して市の平成３

１年度の国民健康保険税の改定案をまとめます。

委員の皆さまにおかれましては、１月に平成３１

年度の保険税の改定案を諮問させていただき、答

申に向けたご審議を賜りますことを予定してござ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

います。１月以降の運営協議会の開催につきまし

ては、後日改めまして日程の調整をさせていただ

きます。よろしくお願い申し上げます。  

１６ページをご覧ください。平成３０年度にお

けます保健事業等の取り組み状況でございます。

委員の皆さまからのご理解を賜りまして、本年度

保険税の改定を行いました。その際、医療費の適

正化や、市民の皆さまの保健・健康の保持・増進

に資する取組をより強化する上で説明させていた

だきまして、財政健全化計画にも記載してござい

ます。そこで今年度も半期経過していることを踏

まえまして、現時点での状況につきまして報告さ

せていただきます。各事業につきましては、国保

だよりや市報においてＰＲを行っております。ま

た事業ごとで個別のＰＲも行っております。１と

して、市の体育施設を管理する指定管理者と連携

した事業を、新規で開始しております。内容とい

たしましては、特定健康診査や人間ドック・脳ド

ックを受診された方及び特定保健指導を利用され

た方を対象といたしまして、東大和市ロンドみん

なの体育館のトレーニング室の利用や、健康体操

等の当日参加型教室を無料で体験することができ

るものです。こちらにつきましては、医師会様の

ご協力によりまして、８月下旬からは受診結果報

告の受領時にチラシを配布していただくことにな

っております。また、それまでにすでに受診され

た方につきましては、個別に案内のチラシを送付

してございます。９月２８日時点での利用者は、

１ ２ 名 と な っ て お り ま し て 、 体 育 館 の 職 員 か ら



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、問い合わせの電話や利用者が少しずつ増えて

きているとの報告を受けておりますので、徐々に

浸透してきたところだと認識してございます。２

と し て 、 特 定 健 康 診 査 の 受 診 率 向 上 で あ り ま す

が、新たなＰＲ方法といたしまして、イトーヨー

カドーやセブンイレブンとの連携によりまして、

特定健康診査の受診勧奨ポスターを掲示しＰＲに

努めております。３として、レセプトデータを活

用した保健事業の実施でございます。初めに糖尿

病等重症化予防事業の実施ですが、こちらは生活

習慣に起因いたしました糖尿病又は腎症と考えら

れる方を対象といたしました保健指導を行う事業

であります。今年度は１５３名の対象者に向け案

内 書 を 送 付 い た し ま し た 。 そ の う ち ９ 月 末 時 点

で、２５名の方にお申し込みいただきましたが、

お申し込み後に辞退された方が４名いらっしゃい

ますので、現在は２１名で保健指導を進めており

ます。次にジェネリック医薬品利用促進のための

利用差額通知ですが、ジェネリック医薬品に切り

替えると、お薬代が一定以上軽減されると見込ま

れる方を対象等に、切り替えた場合の負担軽減額

をお知らせするものです。９月末時点で２，６２

６名の対象者に通知を送付してございます。最後

に 保 健 師 等 に よ る 家 庭 訪 問 相 談 事 業 で す が 、 病

名、検査、お薬の処方等の状況によりまして、生

活習慣等のアドバイスが必要な方に、保健師等に

よる家庭訪問相談を案内してございます。３９名

の対象者に案内を送付してございます。長くなり

ましたが以上で説明を終わらせていただきます。
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よろしくお願い申し上げます。  

どうもありがとうございました。非常に密度の

濃い内容で、真剣に聞いていても、この短時間で

は、もう１回読み直さないと理解できない点もあ

るかとは思いますが、今の時点で何か質問がござ

いましたら、よろしくお願いいたします。  

１６ページの新規の東大和市ロンドみんなの体

育館のトレーニング室の利用や健康体操等の当日

参加型教室の無料体験というので、新規で始まっ

ているのですけれども、これはどのくらいやるか

とか、そういうのはどうなのでしょう。例えば３

年位やって、どのくらい利用者がいて、それによ

って継続するのか打ち切るのか、そこらへんはど

うなっているのでしょう。  

まだ始めたばかりの事業でございますので、今

後の進捗につきましては、経過を見ながら検討は

していきたいと思っておりますが、健康の保持・

増進に資するものでございますので、こちらとし

ては続けていきたいなとは考えておるところでは

ございます。  

ありがとうございます。特に３年経ったら見直

して何かするとかそういうことはないのですね。  

今のところそういう計画はございません。  

受診とありますけれども、これは市内の診療所

とか。  

はい。特定検診の受診できる医療機関でござい

ますので、小平市と武蔵村山市との連携もござい

ます。  

何かほかにございますでしょうか。なければ、
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こ れ で 終 了 と さ せ て い た だ き ま す 。 「 日 程 第 ３  

東京都の国民健康保険の現状および今年度のスケ

ジュール等について」を終了とさせていただきま

す。それでは続きまして「日程第４  その他」と

して何かございますでしょうか。  

本日皆さまの席上に「運営協議会委員のための

国民健康保険必携」という小冊子を配布させてい

ただいております。国民健康保険に関する参考図

書としてご活用いただければ幸いです。お持ち帰

り用の封筒をご用意してございますが、ご不要の

方は封筒はそのまま置いておいていただいて差し

支 え ご ざ い ま せ ん 。 よ ろ し く お 願 い 申 し 上 げ ま

す。  

ほかに皆さま総合的に何かございますか。ない

ようであれば、これをもちまして「日程第４  そ

の他」を終了とさせていただきます。  

以上をもちまして、本日の日程をすべて終了と

させていただきます。本日の運営協議会はこれで

閉会とさせていただきます。本日はありがとうご

ざいました。  

 


